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業 務 名 称：ラオス国県教員研修センター整備計画準備調査

（QCBS – ランプサム型） 
 

調達管理番号：23a00763 
 

【内容構成】 

第１章 企画競争の手続き 

第２章 特記仕様書案 

第３章 プロポーザル作成に係る留意事項 

 

本説明書は、「独立行政法人国際協力機構（以下「JICA」という。）」が、民間コンサ

ルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定す

る方法について説明したものです。 

本件業務の発注においては、競争参加者が提出するプロポーザルに基づき、その企画、

技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が

提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことによ

り、JICAにとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び

貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。 

なお、本説明書の第２章「特記仕様書案」、第３章２.「業務実施上の条件」は、プロポ

ーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一

部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。

プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終

的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。 

 

 
 調達・派遣改革の各種施策が導入された2023年10月版となりますので、変更点にご注意く

ださい。 

 

2023 年 11 月 29 日 

独立行政法人国際協力機構 

調達・派遣業務部
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第１章 企画競争の手続き 
 

１．公示 

公示日 2023 年 11 月 29 日  

 

２．契約担当役 

理事 井倉 義伸 

 

３．競争に付する事項 

（１）業務名称：ラオス国県教員研修センター整備計画準備調査（QCBS-ランプサ

ム型） 

 

（２）業務内容：「第２章 特記仕様書案」のとおり 

（３）適用される契約約款： 

（〇）「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理

しますので、最終見積書において、消費税を加算して積算してください1。

（全費目課税） 

（ ）「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定

される業務（役務）が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理

し、消費税不課税取引としますので、最終見積書において、消費税は加算せ

ずに積算してください。（全費目不課税） 

 

 

（４）契約履行期間（予定）：2024 年 2 月 ～ 2024 年 11 月 

 

先方政府側の都合等により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履

行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約

交渉時に協議の上決定します。 

 

 

（５）ランプサム（一括確定額請負）型 

 
1 電子入札対象案件では、電子入札システムに入力する金額は税抜きとなりますが、消費税課税取引

ですので、最終見積書及び契約書は消費税を加算して作成してください。 
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本件について、業務従事実績に基づく報酬確定方式ではなく、当該業務に対する

成果品完成に対して確定額の支払を行うランプサム（一括確定額請負）型にて行い

ます。 

 

４．担当部署・日程等 

（１）選定手続き窓口 

調達・派遣業務部 契約第一課 

電子メール宛先：outm1@jica.go.jp  

担当者メールアドレス：Morizane.Maiko@jica.go.jp 

 

（２）事業実施担当部 

人間開発部基礎教育グループ基礎教育第一チーム 

（３）日程 

本案件の日程は以下の通りです。 

№ 項目 期限日時 

1 配付依頼受付期限 2023 年 12 月 5 日 12 時 

2 企画競争説明書に対する質問 2023 年 12 月 13 日 12 時 

3 質問への回答 

12 月 6 日 12 時までの受領分 

第 1 回 回答日 

2023 年 12 月 11 日 

4 質問への回答 

 

第 2 回（最終）回答日 

2023 年 12 月 18 日 

5 プロポーザル等の提出用フォル

ダ作成依頼 

プロポーザル等の提出期限日の 

4営業日前から 1営業日前の正午まで 

6 本見積額（電子入札システムへ

送信）、本見積書及び別見積

書、プロポーザル等の提出日 

2023 年 12 月 22 日 12 時 

7 プレゼンテーション 行いません。 

8 プロポーザル審査結果の連絡 見積書開封日時の 2 営業日前まで 

9 見積書の開封 2024 年 1 月 2３日 １０時３０分 

10 評価結果の通知日 見積書開封日時から 1 営業日以内 

11 技術評価説明の申込日（順位が

第 1 位の者を除く） 

評価結果の通知メールの送付日の翌日から

起算して 7 営業日以内 

(申込先： 

https://forms.office.com/r/bevwTqM7pE) 

https://forms.office.com/r/bevwTqM7pE
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※2023 年 7 月公示から変更となりました。 

 

５．競争参加資格 

（１）各種資格の確認 

以下については「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン

（2023 年 10 月）」を参照してください。 

（URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html） 

１） 消極的資格制限 

２） 積極的資格要件 

３） 競争参加資格要件の確認 

（２）利益相反の排除 

以下に掲げる者については、競争への参加を認めません。 

特定の排除者はありません 

 

（３）共同企業体の結成の可否 

共同企業体の結成を認めます。ただし、業務主任者は、共同企業体の代表者の

者とします。 

なお、共同企業体の構成員（代表者を除く。）については、上記（１）の２）

に規定する競争参加資格要件を求めません（契約交渉に際して、法人登記等を確

認することがあります）。 

共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届（様式はありません。）を作

成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、代表者及び構成員の全て

の社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託

契約は認めません。 

 

 

６．資料の配付依頼 

資料の配付について希望される方は、下記 JICA ウェブサイト「業務実施契約

の公示にかかる説明書等の受領方法及び競争参加資格確認申請書・プロポーザ

ル・見積書等の電子提出方法（2023 年 3 月 24 日版）」に示される手順に則り依

頼ください（依頼期限は「第１章 企画競争の手続き」の「４．（３）日程」参

照）。 

（URL: https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1） 

提供資料： 

https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1
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・第３章 技術提案書作成要領に記載の配付資料 

・「独立行政法人国際協力機構 サイバーセキュリティ対策に関する規程

（2022 年 4 月 1 日版）」及び「サイバーセキュリティ対策実施細則（2022

年 4 月 1 日版）」 

 

「独立行政法人国際協力機構 サイバーセキュリティ対策に関する規程（2022

年 4 月 1 日版）」及び「サイバーセキュリティ対策実施細則（2022 年 4 月 1 日

版）については、プロポーザル提出辞退後もしくは失注後、受注した場合は履行

期間終了時に速やかに廃棄することを求めます。 

 

７．企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更 

（１）質問提出期限 

１）提出期限：上記４．（３）参照 

２）提出先 ：上記４．（１）選定手続き窓口宛 

CC: 担当メールアドレス 

３）提出方法：電子メール 

① 件名：「【質問】調達管理番号_案件名」 

② 添付データ：「質問書フォーマット」（JICA 指定様式） 

 

注１） 質問は「質問書フォーマット」（JICA 指定様式）に記入し電子メールに添付

して送付してください。本様式を使用されない場合は、回答を掲載しない可

能性があります。JICA 指定様式は下記（２）の URL に記載されている「公

示共通資料」を参照してください。 

注２） 公正性・公平性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、お断りしていま

す。 

注３） 質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。 

 

（２）回答方法 

上記４．（３）日程のとおり、原則２回に分けて以下の JICA ウェブサイトに

掲載します。 

（URL: https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1） 

 

８．プロポーザル等の提出 

（１）提出期限：上記４．（３）参照 

https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1
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（２）提出方法 

具体的な提出方法は、JICA ウェブサイト「業務実施契約の公示にかかる説明書等

の受領方法及び競争参加資格確認申請書・プロポーザル・見積書等の電子提出方法

（2023 年 3 月 24 日版）」をご参照ください。 

（URL: https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1 ） 

１）プロポーザル電子データ（PDF）での提出とします。 

① 上記４．（３）にある期限日時までに、プロポーザル提出用フォルダ作成依

頼メールを e-koji@jica.go.jp へ送付願います。 

② 依頼メール件名：「提出用フォルダ作成依頼_（調達管理番号）_（法人

名）」） 

③ 依頼メールが１営業日前の正午までに送付されない場合はプロポーザルの提

出ができなくなりますので、ご注意ください。 

④ プロポーザル等はパスワードを付けずに GIGAPOD 内のフォルダに格納くだ

さい。 

２）本見積額 

① 電子入札システムを使用して、別見積指示の経費の金額を除く金額（消費税

は除きます。）を、上記４．（３）日程の提出期限までに電子入札システム

により送信してください。 

② 上記①による競争参加者の本見積額により価格点を算出し、総合点を算出し

て得られた交渉順位の結果を別途、全ての競争参加者に通知します。この通

知は電子入札システムの機能によらず、契約担当者等から電子メールにより

行います。この際に、交渉順位 1 位となった競争参加者には上記の本見積額

に係る見積書（含む内訳書）にかかるパスワードを求めます。 

３）本見積書及び別見積書、別提案書 

本見積書、別見積書、及び別提案書（第３章４．（２）に示す上限額を超える

提案がある場合のみ）は GIGAPOD 内のフォルダに格納せず、パスワードを設

定した PDF ファイルとし、上記４．（３）の提出期限までに、別途メールで e-

koji@jica.go.jp へ送付ください。なお、パスワードは、JICA 調達・派遣業務部

からの連絡を受けてから送付願います。 

なお、別見積については、「第３章４（３）別見積について」のうち、１）の

経費と２）～３）の上限額や定額を超える別見積りが区別できるようにしてくだ

さい（ファイルを分ける、もしくは、同じファイルでも区別がつくようにしてい

ただくようお願いします）。 

 

（３）提出先 

https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1
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１）プロポーザル 

「JICA 調達・派遣業務部より送付された格納先 URL」 

２）見積書 （本見積書及び別見積書）及び別提案書 

① 宛先：e-koji@jica.go.jp 

② 件名：（調達管理番号）_（法人名）_見積書 

〔例：2〇a00123_○○株式会社_見積書〕 

③ 本文：特段の指定なし 

④ 添付ファイル：「2〇a00123_○○株式会社_見積書」 

⑤ 見積書及び別提案書のPDFにパスワードを設定してください。なお、パスワー

ドは、JICA調達・派遣業務部からの連絡を受けてから送付願います。 

 

（４）提出書類 

１）プロポーザル・見積書 

２）別提案書（第３章４．（２）に示す上限額を超える提案がある場合のみ） 

 

（５）電子入札システム導入にかかる留意事項 

① 作業の詳細については電子入札システムポータルサイトをご確認ください。

（URL:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html） 

② 電子入札システムを利用しない入札は受け付けません。 

 

９．契約交渉権者の決定方法 

（１）評価方式と配点 

プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価

します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を１００点満点とし、配

点を技術評価点 90 点、価格評価点 10 点とします。 

（２）評価方法 

１）技術評価 

「第２章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点

表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評

価し、合計点を技術評価点とします。評価の具体的な基準や評価に当たっての視

点については「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン

（2023 年 10 月）」より以下を参照してください。 

① 別添資料１「プロポーザル評価の基準」 

② 別添資料２「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」 

https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html
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③ 別添資料３「業務管理グループ制度と若手育成加点」 

 

また、第３章４．（２）に示す上限額を超える提案については、プロポーザル

には含めず（プロポーザルに記載されている提案は上限額内とみなします）、別

提案・別見積としてプロポーザル提出日に併せて提出してください。この別提

案・別見積は評価に含めません。契約交渉順位 1 位になった場合に、契約交渉時

に別提案・別見積を開封し、契約交渉にて契約に含めるか否かを協議します。 

 

技術評価点が基準点（100 点満点中 60 点を下回る場合には不合格となります。

なお、合否の結果をプロポーザルに記載のメールアドレス宛にお知らせします。不

合格の場合、電子入札システムに送信いただいた見積額の開札は行いません。 

（URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html） 

 

  

https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html
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２）評価配点表以外の加点について 

評価で 60 上の評価を得たプロポーザルを対象に以下について加点されます。 

① 業務管理グループ制度及び若手育成加点 

本案件においては、業務管理グループ（副業務主任者 1 名の配置）としてシ

ニア（46 歳以上）と若手（35～45 歳）が組んで応募する場合（どちらが業務主

任者でも可）、一律２点の加点（若手育成加点）を行います。 

 

３）価格評価 

価格評価点は、①最低見積価格の者を 100 点とします。②それ以外の者の価

格は、最低見積価格をそれ以外の者の価格で割り 100 を乗じます（小数点第三

位以下を四捨五入し小数点第二位まで算出）。具体的には以下の算定式により、

計算します。 

① （価格評価点）＝最低見積価格＝100 点 

② （価格評価点）＝最低見積価格／（それ以外の者の価格）×100 点 

 

ただし、ダンピング対策として、競争参加者が第３章４．（２）に示す上限額

の 80％未満の見積額を提案した場合は、上限額の 80％積額とみなして価格点を

算出します。 

 

上限額の 80％を下回る見積額が最も安価な見積額だった場合、具体的には以

下の算定式により価格点を算出します。 

最も安価な見積額：価格評価点＝100 点 

それ以外の見積額（Ｎ）：価格評価点＝（上限額×0.8）/Ｎ×100 点 

 

＊最も安価ではない見積額でも上限額の 80％未満の場合は、上限額の 80％をＮ

として計算します。 

 

 

４）総合評価 

技術評価点と価格評価点を 90：10 の割合で合算し、総合評価点とします。総合

評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合

算します。 

（総合評価点）＝（技術評価点）×0.9＋（価格評価点）×0.1 

（３）見積書の開封 
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価格評価点の透明性確保のため、電子入札システムを介して提供された本見積額

（消費税抜き）は上記４．（３）日程に記載の日時にて開封します。また、電子入

札システムへの送信額は消費税抜き価格としてください。電子入札システムにて自

動的に消費税 10％算されますが、評価は消費税抜きの価格で行います。 

なお、技術評価の確定に時間を要し、見積額の開封の日時が延期されることもあ

ります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。 

  ※不合格の場合、電子入札システムへ送信いただいた見積額は開札しません。 

（４）契約交渉権者の決定方法 

１）総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。 

２）総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先しま

す。 

３）最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であっ

た場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。 

 

１０．評価結果の通知・公表と契約交渉 

評価結果（順位）及び契約交渉権者を上記４．（３）日程の期日までにプロポー

ザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。 

 

１１．資金協力本体事業への推薦・排除 

本件業務は、無償資金協力事業を想定した協力準備調査に当たります。したがっ

て、本件事業実施に際して、以下のとおり取扱われます。 

（１）本件業務の受注者は、本業務の結果に基づき JICA による無償資金協力が実施

される場合は、設計・施工監理（調達補助を含む。）コンサルタントとして、

JICA が先方政府実施機関に推薦します。ただし、受注者が無償資金協力を実施

する交換公文（E/N）に規定する日本法人であることを条件とします。本件業

務の競争に参加するものは、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作

成ガイドライン」に示されている様式５（日本法人確認調書）をプロポーザル

に添付して提出してください。ただし、同調書は本体事業の契約条件の有無を

確認するもので、本件業務に対する競争参加の資格要件ではありません。 

（２）本件業務の受注者（ＪＶ構成員及び補強として業務従事者を提供している社

の他、業務従事者個人を含む。）及びその親会社／子会社等は、本業務（協力

準備調査）の結果に基づき JICA による無償資金協力が実施される場合は、設

計・施工監理（調達補助を含む。）以外の役務及び生産物の調達から排除され

ます。 
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第２章 特記仕様書案 

 

本特記仕様書案に記述されている「脚注」、別紙「プロポーザルにて特に具体的

な提案を求める事項」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際に提案

いただきたい箇所や参考情報を注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書

附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。 

また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映

するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様

書」となります。 

 

第１条 総則 

この仕様書は、独立行政法人国際協力機構（以下「発注者」という。）と受注者名

（以下「受注者」という。）との業務実施契約により実施する「ラオス国県教員研修

センター整備計画準備調査（QCBS-ランプサム型）」に係る業務の仕様を示すもので

ある。 

 

 

【１】 本業務に係るプロポーザル作成上の留意点 

 

１．企画・提案に関する留意点 

➢ 不明・不明瞭な事項はプロポーザル提出期限までの質問・回答にて明確にしま

す。 

➢ プロポーザルに一般的に記載されるべき事項、実施上の条件は「第３章 プロポー

ザル作成に係る留意事項」を参照してください。 

➢ 応募者は、本特記仕様書（案）に基づき、発注者が本業務を行うにあたっての、

効果的かつ効率的な実施方法及び作業工程を考案し、プロポーザルにて提案して

ください。 

➢ プロポーザルにおいては、本特記仕様書（案）の記載内容と異なる内容の提案も

認めます。プロポーザルにおいて代替案として提案することを明記し、併せてそ

の優位性／メリットについての説明を必ず記述してください。 

➢ 現地リソースの活用が現地業務の効率的、合理的な実施に資すると判断される場

合には、業務従事者との役割分担を踏まえた必要性と配置計画を含む業務計画

を、プロポーザルにて記載して下さい。現行のコンサルタント等契約制度におい

て、現地リソースの活用としては以下の方法が採用可能です。 

① 特殊傭人費（一般業務費）での傭上（主に個人）。 
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② 直接人件費を用いた、業務従事者としての配置（第 3 章「2.業務実施上の条

件」参照）。 

③ 共同企業体構成員としての構成（法人）（第 1 章「5.競争参加資格」参

照）。 

➢ 現地再委託することにより業務の効率、精度、質等が向上すると考えられる場

合、当該業務について経験・知見を豊富に有する機関・コンサルタント・NGO に

再委託して実施することを認める場合があります。本特記仕様書（案）記載の項

目・規模を超えて現地再委託にて実施することが望ましいと考える業務がある場

合、理由を付してプロポーザルにて提案してください。 

 

プロポーザル作成にあたっては、本特記仕様書(案)に加えて、第３章に示す関連資料

を参照してください。 

   

２．プロポーザルで特に具体的な提案を求める内容 

本業務において、特に以下の事項について、応募者の知見と経験に基づき、第３章１.

（２）「２）業務実施の方法」にて指定した記載分量の範囲で、次のリストの項目に

ついて、具体的な提案を行ってください。詳細については本特記仕様書（案）を参照

してください。 

  

№ 提案を求める事

項 

特記仕様書（案）での該

当条項 

提案を求める背景 

１ 自然条件調査 第4条(4) 本調査では自然条件調査（地

形測量及び地質調査等）を行

う予定だが、具体的な自然条

件調査の細目（調査項目、調査

内容、仕様、数量等）について

はコンサルタントからの提案

を求める。 

２ 短期間で現地調

査Iを遂行する工

夫 

第4条全般 4月中旬のラオス正月前に現

地調査Iを終える必要があり、

渡航期間が短期間となる可能

性がある。このため、業務従事

者には短期間で現地調査 Iを

遂行する工夫について提案を

求める。 
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【２】 特記仕様書（案） 

（契約交渉相手方のプロポーザル内容を踏まえて、契約交渉に基づき、最終的な「特

記仕様書」を作成します。） 

 

第１条 業務の目的 

「第２条 業務の背景」に記載する事業について、「第４条 実施方針及び留意事

項」を踏まえ、「第３条 業務の内容」に記載される業務を遂行し、調査の中で特定

された事業（以下「本事業」という。）を無償資金協力として実施する必要性や妥当

性を精査すると共に、適切な概略設計・事業計画を策定し、概略事業費の積算を行う

ことを目的とする。 

 

第２条 業務の背景 

別紙１のとおり。 

 

第３条 実施方針及び留意事項 

（１）無償資金協力事業の検討資料としての位置づけ 

➢ 本業務の成果は、本事業を対象とする無償資金協力事業の検討資料として用いら

れる。このため、事業内容の計画策定については、調査過程で随時十分発注者と

協議し、承認を得ること。 

➢ 報告書や各種資料の作成に当たっては、発注者が提示する資料等に基づいたもの

とすること。 

➢ 本業務で検討・策定した事項が相手国政府・実施機関への一方的な提案とならな

いよう、相手国政府・実施機関と十分な合意形成を行い、実現可能かつ具体的な

内容とすること。 

➢ 本事業の本邦での検討過程において、事業内容が本業務の結果とは一部異なる結

論となることがある可能性があるため、相手国関係者に本業務の調査結果がその

まま無償資金協力事業として決定されるとの誤解を与えないよう留意すること。 

 

（２）参考資料 

共通仕様書第 9 条に示す以外で、本業務で参考とする資料を以下に示す。  

① 公開資料 

第 3 章プロポーザル作成に係る留意事項に記載のとおり 

② 配布資料 
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➢ 安全対策ガイダンス（2019 年 4 月）（配布資料） 

➢ 案件別安全対策検討シート（配布資料） 

 

（３）計画策定のプロセス 

 本業務では、設計・積算方針会議前の現地調査、および同会議を受けた概略設計協

議に関する現地調査を実施する。特に以下の段階においては、日本側関係者が出席す

る会議を開催し、関係者と議論して内容を検討する。 

(ア) 初回現地調査前 

既存資料等の分析を踏まえ、現地調査の計画等につき「インセプション・レポート」

に取りまとめ、方針を検討する。 

(イ) 現地調査帰国時 

現地調査結果を記述した「現地調査結果概要」を取りまとめ、これを基に、基本的な

計画・設計の方向性を検討する。 

(ウ) 概略設計協議に関する現地派遣前 

計画の内容を取りまとめた「協力準備調査報告書（案）」に基づき計画内容を検討す

る。 

 

（４）発注者への事前説明 

➢ 説明資料等の中間的な成果を含む本業務の成果について相手国政府・実施機関等

に提示する場合には、発注者に事前に説明し、その内容についてすり合わせるこ

と。 

➢ 相手国政府・実施機関との間で調査方針等について意見の相違があり、その克服

が困難と思われる場合には速やかに発注者に報告し、対応方針について指示を受

けること。 

➢ 打合せ後は、必要に応じて受注者にて打合簿を作成し、発注者の確認を取るこ

と。 

 

（５）関連調査等から得られる情報のレビュー及び活用 

➢ 既存のデータを最大限活用することとし、既存データが存在しない、既存データ

では十分な情報が得られない際に、該当する業務を行うこと。 

➢ 業務に先立って以下に列挙する調査等が実施されているところ、かかる先行調査

等から得られる情報を最大限に活用し、重複がないよう効率的な調査を行うこ

と。 

➢ 先行調査・既存事業一覧は以下のとおり。 

1) 「前期中等教育環境にかかる情報収集・確認調査」（2016 年） 
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2) 「教員養成校改善計画」（2020 年） 

➢ 上記も含めて類似事業の設計及び施工時の課題、問題点、及び解決方法等 につい

て確認し、調査の効率化に努める。 

➢ 上述の事業も含めた類似事業の教訓も踏まえて、事業完了後の実施体制について

検討すること。 

 

（６）本業務における地理的な対象範囲 

本業務における自然条件調査、社会条件調査、事業実施スケジュール、環境社会配

慮等の検討においては、事業対象となる構造物等を建設・設置する場所のみならず、

本事業を実施するにあたって必要となり、かつ実施機関等相手国側により提供される

べき用地についても考慮に含まれることに留意すること。 

例：土取り場、土捨て場、工事用ヤード、工事用道路等の関連インフラ等 

 

（７）環境社会配慮 

本事業は、JICA 環境社会ガイドラインに掲げる影響を及ぼしやすいセクター・特

性及び影響を受けやすい地域に該当せず、環境への望ましくない影響は最小限と判断

されるため、カテゴリ C に分類されている。 

➢ 相手国政府・実施機関の定める環境社会配慮に係る法令／許認可手続きの内、特

に重要と思われるものを以下に挙げるが、これに関わらず必要なものは適宜参照

する。本案件は地方での実施を予定しているため、少数民族への配慮を理由とし

た施設建設に係る許認可が必要な可能性がある。こうした許認可の要否について

も調査で確認すること。  

1) Environmental Protection Law No.29/NA, dated 18 December 2012 
Environmental Protection Law (2013 version) - Climate Change Laws of the 
World (climate-laws.org) 

 

（８）調達方式の検討方針 

本事業は施設・機材等調達方式（現地企業活用型）による実施（競争入札による現

地業者を選定）を想定しており、調査においては以下の点に留意する。 

➢ 相手国に登録されている企業を対象とした競争入札を想定し、本業務を受注した

コンサルタントが現地における入札、現地企業との契約・支払い支援、施工監

理、調達監理等を行うことを前提に実施体制を検討すること。 

➢ 現地企業の能力を慎重に分析し、本事業実施段階において必要と判断される場合

は、本邦コンサルタントによる現地企業の施工管理支援（資機材の調達計画策定

支援、施工図／製作図作成支援等）の実施も含め、円滑な事業実施、施工品質の

確保に必要な対策を提案し、施工計画／調達計画等に反映すること。 

https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclimate-laws.org%2Fdocuments%2Fenvironmental-protection-law-2013-version_aa9e%3Fid%3Denvironmental-protection-law-2013-version_3753&data=05%7C01%7CWatanabe.Sara%40jica.go.jp%7Cb22d1c1f3c6048b45cc008dbd9fc5cf5%7Ceba9fc4255884d318a4e6e1bf79d31c0%7C0%7C0%7C638343450144605578%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=01iNHVv1C6S12fr95FrTUY0nNN7zZYaMPjeS%2FaT3y%2FQ%3D&reserved=0
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclimate-laws.org%2Fdocuments%2Fenvironmental-protection-law-2013-version_aa9e%3Fid%3Denvironmental-protection-law-2013-version_3753&data=05%7C01%7CWatanabe.Sara%40jica.go.jp%7Cb22d1c1f3c6048b45cc008dbd9fc5cf5%7Ceba9fc4255884d318a4e6e1bf79d31c0%7C0%7C0%7C638343450144605578%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=01iNHVv1C6S12fr95FrTUY0nNN7zZYaMPjeS%2FaT3y%2FQ%3D&reserved=0
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➢ 入札公示から契約までの手続、工期遅延・契約解除等の懸念が生じた場合の法務

面の対応について相手国実施機関の実施体制を検討し、弁護士または調達アドバ

イザーの配置の必要性の有無等も検討すること。 

➢ 当該国周辺国においてコミュニティ開発無償または施設・機材調達方式（現地企

業活用型）により実施した小・中学校建設または教員養成校建設案件における調

達実績および施工実績の確認を行う。 

➢ プロジェクトで現地企業を活用する場合の免税措置、免税対象となり得る事業・

団体の種別、税の種類、免税に係る具体的な手続きについて情報収集を行う。 

➢ 対象国におけるコンサルタント・施工業者にかかる登録制度及びランク・カテゴ

リー区分、対象国政府またはドナーによる同種の規模・内容の工事の入札参加資

格に関し情報収集を行う。特に、登録制度及びランク・カテゴリー区分について

は、審査・評価基準、登録の更新頻度、同一ランク・カテゴリーに区分される企

業数等について情報収集を行う。また、対象国政府またはドナーの同種の工事に

ついては、工期およびコストに関し、実績について聞き取り調査を行ない、本プ

ロジェクトで設定すべき入札参加資格の検討を行う。 

➢ 対象国政府における公共調達の実施主体・手続決裁過程、入札公示から契約まで

の標準期間等について対象国における法制度上の根拠を含め、情報収集を行う。

他ドナーにも聞き取り調査を行い、入札から契約までに要するプロセス・期間に

かかる検討を行う。契約において、現地企業が提出を求められる各種保証につい

て、補償の種類、発行主体、回収に要する手続・期間等をリストアップする。ま

た、対象国における公共調達制度をもとに、本プロジェクトの入札から契約まで

のプロセスで留意すべき事項があれば取りまとめる。（特にラオス施工業者に限

定した一般競争入札の可能性については、必ず確認する。）また、一般競争入札

が困難な場合は、指名競争入札の可能性も合わせて確認する。 

➢ 先方実施機関に対し、本プロジェクトにおける現地企業等に対する資金支払い方

法の説明を支援し、実施段階における留意事項等を取りまとめる。 

➢ 先方実施機関に対する聞き取り調査等をもとに、本プロジェクトで想定される規

模の工事を受注して実施し得る現地企業をリストアップし、同事業者に対し、過

去３年間の売上、過去５年間の施工元請としての受注実績、過去５年間の本プロ

ジェクトと類似した工事の実績、過去５年間のドナーの建設工事の受注実績、大

型トラック・給水車・コンクリートミキサー・発電機等の機材の保有状況、板金

ベンダー・切断機・溶接機及び倉庫を備えた鋼製建具の製作所の所有の有無、従

業員数・構成、前払保障等における銀行保証の取得可否等について情報収集を行

う。また、過去３年間の財務諸表の収集等により、現地企業の財務状況を把握

し、本プロジェクトの実施にかかる契約条件（支払回数、マイルストーン方式ま
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たは出来高方式）の検討を行う。先方実施機関等への聞き取り調査、現地企業に

より施工された建築物の訪問調査を行い、リストアップした現地企業が本プロジ

ェクトで想定される規模の工事を受注して実施できるキャパシティを有するかを

総合的に検討する。技術的に対象国の業者のみで実施が困難もしくは困難と予想

される場合には、その周辺国の業者を含めて調査を行う。リストアップする現地

企業数は全体で 10社程度を目安とするが、本プロジェクトの実施におけるロット

数等を考慮してリストアップする現地企業数を決定する。 

➢ 対象国における現地コンサルタント事情（会社数、業務内容、要員、技術力、資

金力、費用など）を確認する。 

➢ 資機材・労務、資機材の輸送ルート等の調達事情を確認する。 

➢ 入札公示から契約までの手続、工期遅延、契約解除等の懸念が生じた場合の法務

面の対応にかかる先方実施機関の実施体制を確認し、本プロジェクト実施におけ

る弁護士及び調達アドバイザーの配置の必要性を検討する。弁護士及び調達アド

バイザーの配置が必要と判断される場合には、業務内容・配置期間等にかかる仕

様書を検討し、配置における留意事項を含めて取りまとめる。 

➢ 現地企業の技術レベル、施工管理（監理）能力等から、円滑な事業実施、施工品

質の確保等が懸念される場合には、施工管理支援策（資機材調達計画策定支援、

施工図作成支援）等の方策を提案し、第 4条（13）施工計画／施工監理計画の立

案等へ反映する。 

➢ その他、関連資料を収集するとともに、本プロジェクトを検討する上で調達計画

上留意すべき事項を把握する。 

 

（９）クラスタ―事業戦略での本件の位置づけ 

本事業は、発注者の進める JICA グローバルアジェンダ（課題別事業戦略） の「教

科書・教材開発を通じた学びの改善（クラスター）」に位置づけられる。本事業のイ

ンパクトの最大化のため、相手国内および周辺国における発注者の実施する既存事業

との具体的な連携の可能性を追求すること。また、それら既存事業や関連調査の情報

を最大限活用し、効果的な調査を実施する。想定する既往事業・関連調査は以下のと

おり。 

1) 教員養成校改善計画 

2) 初等教育における算数学習改善プロジェクト 

3) 初等算数授業改善のための教員指導力強化プロジェクト 

4) 前期中等教育環境にかかる情報収集・確認調査 

5) ラオス国教育政策アドバイザー 
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（１０）発注者の既往事業との連携可能性の検討 

➢ 本事業の効果的な実施のため、相手国内における発注者の実施する既往事業（有

償資金協力事業、無償資金協力事業、技術協力事業、民間連携事業等）との具体

的な連携の可能性（共同での研修やセミナーの実施、共同研究等）を追求するこ

と。 

➢ 想定する既往案件を以下に列挙する。 

1) 初等算数授業改善のための教員指導力強化プロジェクト 

2) ラオス国教育政策アドバイザー 

 

（１１）相手国関係機関の調整 

➢ 実施機関に加え各県教育局も交え調査及び事業の進め方について検討を行うこ

と。 

 

第４条 業務の内容 

（１）業務計画書の作成 

➢ 想定される事業内容及び関連資料の内容を調査した上で、業務全体の方針・方法

及び作業計画を検討し、調査計画を策定する。 

➢ 業務計画書を、共通仕様書第 6 条に従って作成し、発注者に提出して承諾を得

る。 

 

（２）インセプション・レポートの作成・説明 

➢ 業務計画書の内容を踏まえて、インセプション・レポート（質問票含む）を作成

する。 

➢ 現地調査の冒頭に、発注者側からの調査団員と協力し、相手国政府・実施機関等

の関係者にインセプション・レポートの内容を説明する。 

 

（３）事業の背景・経緯・目的・内容等の整理 

本事業の背景や必要性を整理するために必要な情報収集、分析を行う。 

➢ 相手国の開発計画、当該セクターの上位計画・関連政策等の上位計画における本

事業の位置づけ等 

➢ 本事業に関連する我が国及び他ドナーや国際開発援助機関の援助動向、事業内容

及び教訓等 

 

（４）サイト状況調査 
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本調査にて行う概略設計、施工計画、積算について必要な精度を確保し、また事業

により新設・拡張・附帯される施設・設備が自然・社会・生活環境に及ぼす影響を適

切に予測し、その影響を回避／最小化しうる設計・施工を検討するため、対象建設予

定地 7 ヶ所及びその周辺において以下に示すサイト状況調査を行う。 

なお、調査結果の分析・解析にあたっては、再委託先から提出されたデータ間に齟

齬がないか、特異なデータがあればそれは何を意味するのか等十分に検討し、設計の

基礎として信頼できるものであることを確認すること。 

➢ 建設予定地 7 ヶ所のサイトの状況を調査する。特に、既存家屋の有無、建設に際

しての障害物の有無、排水状況隣接道路、近隣コミュニティの使用の有無を評価

する。また、施設建設前面の堆砂・洗堀傾向を施設利用者への聞き取り及び過去

に撮影された航空写真・衛星写真の比較を通じて精査する。 

➢ 建設予定地 7 ヶ所のサイト周辺部の状況を調査する。特に、敷地に隣接する道

路、近隣家屋の状況及び想定される資機材搬入経路を評価する。 

➢ 建設予定地の既存公共インフラ（電気、上水道、下水道、インターネット環境）

の現状調査。 

➢ 別紙２（案）のとおり自然条件調査（地形測量及び地質調査等）を行う。具体的

な自然条件調査の細目（調査項目、調査内容、仕様、数量等）についてはコンサ

ルタントがプロポーザルで提案すること。また、上記項目以外に必要と判断され

る自然条件等の調査がある場合は、併せてプロポーザルで提案すること。 

➢ 本業務では設置・維持管理計画の検討に必要な条件を把握するため、必要に応じ

て資機材の整備状況に関する以下の調査を行う。 

1) 既存機材状況調査 

既存機材の稼動状況、故障の規模、利用状況、維持管理体制、運用状況等 

1) 設置予定場所状況調査 

設置予定場所の広さ、機材配置、空調、電力（停電対策含む）等 

 

 

（６）環境社会配慮にかかる調査 

本業務では当該項目は適用しない。ただし、本案件は地方での実施を予定しているた

め、少数民族への配慮を理由とした施設建設に係る許認可が必要な可能性があること

から、こうした許認可の要否について調査で確認する。 

 

（７）ジェンダー配慮及びその他の施設の付加価値向上及び有効活用にかかる調査・

計画 

本業務では以下の対応を行う。 



   

 

20 

➢ 現状調査 

1) ラオスにおける教員数の男女別の統計データやジェンダー課題に関する情報

を収集し、ジェンダー格差の状況を把握する。 

2) 既存施設視察、女性教員等に対するヒアリングを行い、既存の教員養成施設

に対するコメント及び改善案に関する情報を収集する。 

3) 施設計画（設計仕様、トイレなど）に対する具体的なジェンダー配慮事項を

提案する。 

4) 周辺住民によるノンフォーマル教育のための活用等、現職教員研修に限らず

施設が年間を通じて有効に活用されるよう留意の上、施設の設計を行う。 

5) 他ドナー実施分も含む類似案件における女性への配慮に関する施策およびそ

の実態を調査する。 

➢ 事業内容への反映の検討 

1) 実施機関と議論を行い、ジェンダー課題やニーズに対応するための設計、施

工、運用時の対応を検討し、導入に努める。 

2) 設計段階の配慮例：女性のニーズに留意した施設や設備の設置（トイレ等の

設計における女性の安全性や利便性の確保） 

 

（８）障害配慮に関する検討・計画 

本業務では以下の対応を行う。 

➢ 本事業の実施において、障害等に配慮したアクセシビリティの確保や、障害を理

由とした差別や排除がなされないような設計・運用に関する提案を行う。 

➢ 実施機関と議論を行い、事業計画内に障害等への配慮する対応を盛り込む。 

 

（９）気候変動対策案件としての検討 

本業務では当該項目は適用しない。 

 

（１０）調達事情調査 

本事業実施に必要な資機材、労務について、現地調達や第三国調達の可能性を検討

し、以下を調査する（調達先、調達方法、調達期間、調達価格、品質等）。 

➢ 現地国内及び第三国における輸送状況の調査 

➢ 第三国を通過する場合を含めた通関手続き、免税手続きの整理 

➢ スペアパーツの入手方法、アフターサービス体制の最新調達事情の調査 

➢ 第三国調達の可能性の検討 

➢ 調達上の留意事項のとりまとめ 

➢ 調達、据付に関する、日本側と相手国側負担事項の区分の明確化 
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➢ 上記を踏まえた調達方針及び調達計画の策定 

 

（１１）施設、設備、機材計画調査 

既存施設や機材の種類･仕様・数量、使用状況、維持管理状況、今後の整備計画等

を調査し、適切な事業規模・対象サイトの選定に必要な検討を実施する。 

➢ 検討結果を施設計画、機材･資材調達計画に反映する。日本製の機材を活用するこ

とが品質確保やライフサイクルコスト等の観点から望ましい場合は、積極的に活

用することを検討する。 

 

（１２）基本計画／概略設計図の作成 

本業務では以下の対応を行う。 

➢ 概略設計方針に基づき、本事業の基本計画を整理、確定し、これに基づき概略設

計図を作成する。概略設計図には、施設／構造物全体の平面図／縦断図／標準断

面図の図面を含める。 

➢ 基本計画の整理、確定にあたり、その検討内容や最終判断の理由等を整理する。 

 

（１３）施工計画／施工監理計画の立案 

以下の施工計画について検討・整理する。 

➢ 施工方針 

➢ 施工上の留意事項 

➢ 施工区分（相手国負担工事との区分） 

➢ 品質管理計画 

➢ 資機材調達計画 

➢ 仮設計画（必要に応じて） 

➢ 実施工程 

➢ 資材ヤード・建設ヤード等の用地候補に係る検討 

➢ 施工期間中の通行の確保・交通安全等への配慮 

本事業の施工監理計画についても、概略設計と施工計画を踏まえ、コンサルタント

が行う施工監理の方針、体制、方法を整理する。 

 

（１４）事業の維持管理計画の立案 

本業務では以下の対応を行う。 

➢ 本事業での整備対象施設に関する維持管理について、人的リソース、技術力、財

政状況などを調査したうえで、毎年必要な点検・維持管理業務と数年単位で必要

な維持管理業務に分類して整理する。 
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➢ 維持管理業務の実施体制・方法及び事業の維持管理費、更新費用を検討する。 

 

（１５）技術支援計画の検討、計画策定 

 本業務では当該項目は適用しない。 

 

（１６）施工時の工事安全対策に関する検討 

本業務では以下の対応を行う。 

➢ 施工時の工事安全対策に関する情報は同事務所にて蓄積していくことが望ましい

ため、現地調査開始時点で同事務所とすり合わせし、相手国政府・実施機関等か

ら入手あるいは照会が必要な情報について同事務所に照会する。また、現地調査

終了時には必ず同事務所に報告を行う。 

➢ 施工計画の策定に際して、安全管理ガイダンスの安全施工技術指針及び収集した

相手国の工事安全、労働安全衛生に関する法律・基準に留意するとともに、最近

の既往調査の事例も踏まえた上で必要な安全対策を概略設計に反映する。 

 

（１７）案件別安全対策検討シート（案）の作成 

本業務では以下の対応を行う。 

➢ 発注者から提供される「安全対策ガイダンス」も参考にしつつ、事業実施時に必

要となる治安上の安全対策を検討し、案件別安全対策検討シート（案）を作成す

る。 

 

（１８）内部照査の実施  

本業務では当該項目は適用しない。 

 

（１９）相手国負担事項の整理 

本業務では以下の対応を行う。 

➢ 我が国無償資金協力スキームを踏まえ、本事業で協力対象とする範囲と、予定さ

れている相手国側負担事項との責任分担の考え方を現地調査時に相手国側実施機

関へ明確に説明する。 

➢ 相手国側負担事項 （用地確保、便宜供与、各種建設許可の取得、道路ユーティリ

ティ（支障物件）の移設、交通規制、環境社会配慮に係る手続き等）のプロセ

ス、実施のタイミング、各手続きにおける関係省庁、費用を明確にし、進捗管理

表を作成して、その着実な実施を相手国政府・実施機関に要請し、個別に書面に

て確約を取り付ける。 
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➢ 相手国側負担事項については、 相手国側の実情を踏まえつつ実施可能なものとな

るよう留意し、調査実施の早期の段階から相手国側及び発注者と十分に調整を重

ねた上で検討する。 

 

（２０）免税情報の収集・整理 

本業務では以下の対応を行う。 

➢ 免税措置等に関し、当該事業実施において関係する主要税目 を対象に、それぞれ

の税の名称、税率、計算方法、根拠法等を調査する。主要税目は、以下を含む。 

1) 法人の利益・所得に課される税金（法人税等） 

2) 個人の所得に課される税金（個人所得税等） 

3) 付加価値税（VAT 等） 

4) 資機材の輸入に課される税金や諸費用 

5) その他当該事業実施において関係する主要税目 

➢ 各税目について、受注企業が免税（事前免税、事後還付、実施機関負担等）を確

保するために必要な手続き（申請先、手順、所要期間等）について調査する。過

去に免税措置に関する問題があった場合は、その状況を詳しく調査する。 

➢ 国内においても、過去に案件を実施した経験のある本邦企業に対して、一般社団

法人海外建設協会(OCAJI)等を通じてヒアリングを行い、免税情報を収集する。 

➢ 対象国の免税情報については、発注者が過去に取りまとめた免税情報シートがあ

るため、同シートをもとに調査の上、更新する。 

➢ 免税情報は発注者の現地事務所にて蓄積していくことが望ましいため、調査開始

時点で同事務所に照会し、同事務所が有する情報を入手し、情報アップデートを

行う。設計・積算前の現地調査終了時には必ず同事務所へ報告する。その際、更

新した情報と併せて、相手国政府・実施機関と面談した際の情報（面談相手、内

容、連絡先等）も提出する。 

 

（２１）現地調査結果概要の作成・説明 

本業務では以下の対応を行う。 

現地調査後、10 日以内に現地調査結果概要を作成し、帰国報告会にて説明する。 

 

（２２）概略事業費の算出 

➢ 我が国の無償資金協力の対象として計画する本事業の概略事業費を積算・設計に

かかるガイドライン等を参照して積算する 。 

➢ 積算の結果を「概算事業費積算内訳書」にとりまとめて発注者に提出する。 

➢ 概略事業費の算出にあたり、コスト縮減の可能性を十分に検討する。 
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（２３）想定される事業リスクの検討 

本業務では以下の対応を行う。 

➢ 事業実施中、事業実施後に想定される各種リスクを特定し、対応策（リスクの管

理や軽減策）を検討する。特に事業実施中のリスクについては、それらをコント

ロールする手法について検討する。 

➢ また、事業実施後に想定されるリスクの軽減策については、詳細設計やソフトコ

ンポーネントでの対応によるリスク軽減策等、ハード面、ソフト面の双方につい

て検討する。 

 

（２４）事業の評価指標の検討 

➢ 事業の評価を妥当性と有効性に分類して整理する。 

➢ 有効性については、①定量的効果、②定性的効果に分類して評価し、定量的効果

については、可能な限り定量的指標を設定し、事業完成後約３年をめどとした目

標年の目標値を設定する。設定の際は資金協力事業の開発課題別指標例を参照す

る。 

 

（２５）事業概要の本邦企業への説明 

本業務では当該項目は適用しない。 

 

（２６）協力準備実施報告書（案）の作成 

調査全体を通じ、その結果を協力準備調査報告書（案）として取り纏め、内容につい

て発注者とすり合わせる。 

 

（２７）協力準備調査報告書（案）の説明 

本業務では以下の対応を行う。 

➢ 概略事業費を含めた協力準備調査報告書（案）の内容を相手国政府・実施機関等

に説明する。 

➢ 相手国側による事業の技術的・財務的自立発展性確保のための条件、具体的対応

策について十分説明・検討する（特に、事業実施における維持管理体制の整備や

環境社会配慮等）。 

➢ 協力準備調査報告書は、調査後速やかに概略事業費の記載を除く内容、本事業に

関する業者契約認証後には概略事業費を含む全内容を公表することを、相手国政

府・実施機関等に説明する。 
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（２８）準備調査報告書の作成 

➢ 相手国政府・実施機関等への協力準備調査報告書（案）の説明を踏まえ、協力準

備調査報告書を完成させる。 

➢ 本業務完了後直ちに調査内容を公開するために概略事業費を記載しない報告書と

して協力準備調査報告書（先行公開版） も作成する。 

 

（２９）収集情報・データの提供 

本業務では以下の対応を行う。 

➢ 業務のなかで収集・作成された調査データ（一次データ）、数値データ等につい

て、発注者の要望に応じて、発注者が指定する方法（Web へのデータアップロー

ド・直接入力・編集可能なファイル形式での提出等）で、適時提出する。 

➢ 位置情報の取得は、可能な限り行うが、本業務においては、追加的に位置情報を

取得する必要はなく、必然的に位置情報が付されるデータを対象とする。位置情

報が含まれるデータについては次の様式に従い発注者に提出する。 

➢ 位置情報の含まれるデータ形式：KML もしくは GeoJSON 形式。ラスターデータ

に関しては GeoTIFF 形式。（Google Earth Engine を用いて解析を行った場合

は、そのコードを事業完了報告書に合わせ提出する。） 

 

第５条 成果品 

➢ 業務の各段階において作成・提出する報告書等及び数量（部数）は次表のとお

り。提出の際は、Word 又は PDF データも併せて提出する。最終成果品の提出期

限は履行期間の末日とする。なお、数量（部数）は、発注者へ提出する部数であ

り、相手国実施機関との面談等に必要な部数は別途受注者が用意する。 

➢ 本業務を通じて収集した資料およびデータは項目毎に整理し、収集資料リストを

添付して、発注者に提出する。 

➢ 受注者もしくは相手国実施機関等の第三者が従来から著作権を有する等、著作権

が発注者に譲渡されない著作物は、利用許諾の範囲を明確にする。 

➢ 調査データの取得に当たっては、対象国の法令におけるデータの所有権及び利用

権照会する。関連する法令が存在しない場合あるいは法令の適用有無が判断でき

ない場合、調査実施地域の管轄機関に当該協力準備調査で取得したデータの所有

権及び利用権について調査する。照会の結果、発注者が当該データを所有あるい

は利用することができるものについてのみ提出する。 

 

本業務で作成・提出する報告書等及び数量 

報告書名 提出時期 言語 形態 部数 
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業務計画書 契約締結後 10 営業日以内 日本語 電子データ  

インセプション・レポート 初回現地調査前 英語 電子データ  

現地調査結果概要 現地調査後 日本語 電子データ  

協力準備調査報告書（案） 国内解析後 日本語 電子データ  

英語 電子データ  

デジタル画像集 概略設計協議 調査後 日本語 電子データ  

進捗報告書2の初版 概略設計協議 調査後 日本語 電子データ  

免税情報シート 概略設計協議 調査後 日本語 電子データ  

概略事業費積算内訳書 概略設計協議 調査後 日本語 電子データ  

機材仕様書 概略設計協議 調査後 日本語 電子データ  

英語 電子データ  

概要資料 概略設計協議 調査後 日本語 電子データ  

協力準備調査報告書 

（先行公開版） 

契約履行期限末日 日本語 CD-ROM 2 部 

英語 CD-ROM 2 部 

協力準備調査報告書 

（最終成果品） 

契約履行期限末日 日本語 CD-ROM 2 部 

日本語 製本 6 部 

英語 CD-ROM 2 部 

英語 製本 6 部 

調査データ 契約履行期限末日 作成言語 電子データ  

 

記載内容は以下のとおり。 

（１）業務計画書 

共通仕様書第 6 条に記された内容 他 

 

（２）インセプション・レポート・現地調査結果概要・協力準備調査報告書（案）、

概略事業費積算内訳書、デジタル画像集、免税情報シート、協力準備調査報告書 

「無償資金協力にかかる報告書等作成のためのガイドライン」に示された内容 他 

 

（３） 概略事業費積算内訳書・機材仕様書 

設計・積算にかかるガイドライン等に示された内容 

 

（４） 進捗報告書の初版 

「進捗報告・Project Monitoring Report (PMR)」に示された内容 

 
2 Project Monitoring Report（PMR） 
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（５） 調査データ 

➢ 位置情報の含まれるデータは、KML もしくは GeoJSON 形式。 

➢ ラスターデータに関しては GeoTIFF 形式。 

➢ Google Earth Engine を用いて解析を行った場合は、そのコードを含めたもの。 

 

（６） 環境社会配慮に関する資料 

➢ 環境社会配慮に関する資料は求めないが、少数民族への配慮を理由とした施設建

設の許認可の要否について、協力準備調査報告書に記載する。 

 

第６条 再委託 

本業務では、以下の業務について、業務対象国・地域の現地法人（ローカルコンサル

タント等）への再委託を認める。 

再委託契約の仕様・想定規模は以下のとおり。 

 項目 仕様 数量 見積の取扱 

1 地形調査 建設予定敷地内 

平板測量、縦横断測量 

一式 定額見積 

2 地質調査 建設予定敷地内ボーリング調査（深

さ１５m）２か所程度 標準貫入試

験、室内試験等 

一式 定額見積 

 

第７条 機材の調達 

本業務では、以下の対応を行う。 

➢ 業務遂行上必要な機材については、「コンサルタント等契約における物品・機材

の調達・管理ガイドライン」に則り適切な調達及び管理等を行う。 

➢ 本邦から携行する受注者の所有機材のうち、受注者が本邦に持ち帰らない機材で

あって、かつ輸出許可の取得を要するものについては、受注者が必要な手続きを

行う。 

 

第８条 「相談窓口」の設置 

発注者、受注者との間で本特記仕様書に記載された業務内容や経費負担の範囲等に

ついて理解の相違があり発注者と受注者との協議では結論を得ることができない場

合、発注者か受注者のいずれか一方、もしくは両者から、定められた方法により「相

談窓口」に事態を通知し、助言を求めることができる。 
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別紙１ 事業の背景 

別紙２ 自然条件調査 仕様書 
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別紙１ 

事業の背景 

 

（１）国名：ラオス人民民主共和国 

（２）プロジェクトサイト／対象地域名：ポンサリー県（人口約 19 万人）、ボケオ県

（約 

19 万人）、フアパン県（約 26 万人）、サイニャブリー県（約 39 万人）、カムアン県

（約 39 

万人）、セコン県（約 13 万人）、アタプー県（約 13 万人） 

（３）案件名：県教員研修センター整備計画（The Project for Improving Provincial 

Teacher Development Centers）  

（４）事業の要約：全国 7 県における県教員研修センターの施設及び研修用機材の整

備を行うもの。 

（１）当該国における教育セクターの開発の現状・課題及び本事業の位置付け  

ラオス人民民主共和国（以下、「ラオス」という。）における初等教育の就学率は

98.8％（2020 年、世界銀行）と高い水準を達成したが、教育の質については依然とし

て大きな課題であり、UNICEF 及び東南アジア教育大臣機構が 2019 年に初等教育 5 年

目の生徒を対象に実施した読み書き、算数の学力テストにおいても、対象国（カンボジ

ア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、ベトナム）の中で最も低いスコア

となっている。（2020 年、UNICEF 及び東南アジア教育大臣機構）。社会経済成長に

向けた人材育成及び労働力の質の向上を目指すラオスにとって、その前提となる初等

教育の質の向上は優先的な課題である。 

ラオス政府は第 9 次教育スポーツセクター開発計画（2021-2025）（Education and 

sports sector development plan 2021-2025。以下、「ESSDP」という。）において、

初等教育の質の向上を重点分野に位置づけている。中でも現職教員の指導力強化は、初

等教育の質の向上に直結する課題であることから、現職教員の継続的職能開発

（Continuous Professional Development。以下、「CPD」という。）のための制度構築

に取り組むことを重点方針として打ち出している。 

同方針のもと、現職教員向けの研修実施体制として、全国 8 か所に教員養成校

（Teacher Training College。以下、「TTC」という。）及び、TTC が設置されていない

その他 10 県に TTC が管轄する県教員研修センター（Provincial Teacher Development 

Centers。以下、「PTDC」という。）を設置している。2022 年に公布された「教員の

継続的職能開発に関する省令」では、全国統一的な CPD 制度の実施に向けて、TTC が

中核となり全国の教員研修計画の策定及び管轄県における計画の実施管理を行うこと

としている。また、TTC が所在しない県においては、各県の PTDC が、現職教員を学

士レベルにアップグレードする研修や、学校及び学校クラスターレベルにおける現職

教員の指導力強化のための研修等を実施することを規定している。これらにより、TTC

と PTDC の相互連携を強化し、初等教育の質の向上に寄与する方針を打ち出している。 

しかし、全 10 か所の PTDC のうち 7 か所では、CPD 制度を実践する上で必要な現

職教員研修施設及び TTC との連携に必要な実習機材が不足していることから、研修の

実施が困難な状況にある。これらは PTDC 及び TTC の現職教員研修の主要機関として

１．基本情報 

２．事業の背景と必要性  
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の機能を妨げるとともに CPD 制度の確立を困難にし、現職教員の能力の停滞を招くこ

とになる。県教員研修センター整備計画（以下、「本事業」という。）では、TTC が所

在しない県において、PTDC の研修施設の整備及び TTC との連携に必要な実習機材の

拡充により、TTC との連携の下に現職教員研修が実施される体制の構築を図り、もっ

てラオスにおける初等教育の質の向上に貢献するものであり、ESSDP が掲げる現職教

員の継続的な職能開発に貢献するものと位置づけられる。  

（２）当該国における教育セクターの協力方針等と本事業の位置付け  

対ラオス人民民主共和国国別開発協力方針（2019 年 4 月）における重点分野として

「産業の多角化と競争力強化とそのための産業人材育成」が定められている。また、

JICA グローバル・アジェンダ（課題別事業戦略）では、教員の主体的職能開発や良質

なカリキュラム形成を通じて学びを改善させることが重点方針に掲げられており、本

事業はこれらの方針に合致する。 

（３）他の援助機関の対応  

豪政府、UNICEF、EU が初等現職教員の CPD に取り組む主要ドナーであり、基礎教

育を支援する国際基金「教育のためのグローバル・パートナーシップ（Global 

Partnership for Education。以下、「GPE」という。）」による支援も初等低学年の教

員強化が一つの柱である。いずれも教科書のカリキュラム策定等ソフト面における

CPD の実践強化に取り組むものであり、他の援助機関で、TTC や PTDC の施設整備を

行う機関は確認されていない。 

また、2006 年にラオス政府が設立し、教育・スポーツ省及び各援助機関が参加する

教育セクターワーキンググループ（Education Sector Working Group。以下、「ESWG」

という。）の下部グループとして、2022年に教育・スポーツ省が設置した教員教育フォーカ

ルグループが教員教育に関する戦略や実施計画策定を議論する共通プラットフォームとなっ

ている。上記の主要ドナーと共に JICA も積極的に同プラットフォームに参画し、様々なプロ

グラム及びドナー、イニシアチブとの連携を通じて中長期的な視野からラオスにおける教育

の質の向上を支援している。 

（４）本事業を実施する意義  

本事業は、ラオスの開発課題・開発政策並びに我が国及び JICA の協力方針・分析に

合致し、現職教員の研修施設及び教育用機材整備の推進を通じて初等教育の質の向上

に資するものであり、SDGs ゴール 4 及びゴール 8 に貢献すると考えられる。 

また、我が国とラオスは、2015 年に二国間関係を「戦略的パートナーシップ」に格上

げし、2025 年には国交樹立 70 周年を迎えることから、今後さらなる二国間関係の強

化が想定される（「外交的観点」）。他方、ラオスの統計上その所得水準は高いが、後

発開発途上国に認定されている（2026 年後発開発途上国卒業見込み）。2023 年 5 月

に公開されたラオスの債務持続性評価は「in debt distress」であり「High Risk」を上回

るものであり（出典：IMF）、返済能力の観点からラオス政府に新たな債務負担を課す

ことは適当ではないと判断される（「債務状況、経済的ぜい弱性」）。また、財政状況

の悪化に伴い、政府の教育分野に対する支出が削減されており、教員数の削減等の影響

が出ている。初等教育の質の向上は、人間の安全保障を実現する重要な基盤であり、貧

困など個人の尊厳、生命、生活に対する脅威への対応において（「人道上のニーズ」）、

無償資金協力として本事業の実施を支援する必要性は高い。 

３．事業概要  
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（１）事業概要  

① 事業の目的：ラオス 7 県において、県教員研修センター（PTDC）の施設及び研

修用機材の整備により、教員養成校（TTC）を軸とする全国における現職教員研

修の実施体制の強化を図り、もって初等現職教員の能力向上に寄与するもの。 

② 事業内容 

ア） 施設、機材等の内容： 

【施設】PTDC（7 か所）の施設整備（主に、実習室（20-30 人程度収容）、研修講

義室（40-100 人収容）、資料室等）（1 か所当たりの延床面積約 1,000 ㎡）） 

【機材】現職教員研修に必要な実習機材（詳細は協力準備調査にて確認する。） 

イ） コンサルティング・サービス/ソフトコンポーネントの内容： 詳細設計、

施工調達監理、機材の利用法の研修等（詳細は協力準備調査にて確認する。）  

ウ） 調達・施工方法：案件内容に鑑み、被援助国あるいは周辺国の企業を施工

業者として想定し、かかる調達国条件に基づき設計・積算を行うことを検討する

（詳細は協力準備調査にて確認する。）  

③ 本事業の受益者（ターゲットグループ）：事業対象 7 県の初等現職教員 9,658 人

（2021 年時点）（うち校長及び研修指導員約 1,700 人）、及び児童・生徒約

258,456 人（2021 年時点）。 

④ 他の JICA 事業との関係：技術協力「初等教育における算数指導力強化プロジェ

クト」（2023 年 11 月～2026 年 10 月予定）では、学校レベルでの新初等算数カ

リキュラムの実践強化を目的として、TTC と PTDC の連携に繋がる対象県・郡

における CPD 制度の実践モデルを構築する計画である。将来的には、同実践モ

デルを本事業で整備される PTDC においても展開し、全国的に普及させること

を想定している。 

（２）事業実施体制 

① 事業実施機関／実施体制：教育・スポーツ省（Ministry of Education and Sports） 

② 他機関との連携・役割分担：協力準備調査にて確認する。 

③ 運営／維持管理体制：本事業実施後の維持管理は対象県の県教育スポーツ事務

所及び教員教育局が行う。 

（３）安全対策：調査において、事業を実施する際に予見される脅威とこれへの対策の

検討に必要な情報を収集し、対策を検討する。  

（４）環境社会配慮 カテゴリ分類： □A □B ■C □FI  

（５）横断的事項：障害配慮 

＜活動内容／分類理由＞本事業はインクルーシブ教育の視点を取り入れたバリアフリ

ー設計を検討する。 

（６）ジェンダー分類： ■GI（ジェンダー主流化ニーズ調査・分析案件） 

＜活動内容／分類理由＞協力準備調査にてジェンダー主流化ニーズを確認する。 

（７）その他特記事項：特になし。 

（１）定量的効果 

指標名 
基準値 

（2022 年実績値） 

目標値（2030 年）（※） 

【事業完成 3 年後】 

対象 PTDC における 2022 年 CPD 制

度省令に基づく教育指導者研修参加
0 1,725  

４．事業効果 
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人数（校長、学校クラスター毎の研

修指導員対象）（人／年） 

対象 PTDC における 2022 年 CPD 制

度省令に基づく現職教員向け能力強

化研修受講教員数（人／年） 

0 2,000  

（※）目標値は ESSDP 目標値を参照したもの。協力準備調査で詳細を確認する。 

（２）定性的効果 

・教員の指導力向上 

モザンビーク向け無償資金協力「ナンプラ州モナポ初等教員養成校建設計画」（事後

評価年度 2018 年）では、事業で整備した教員養成校を拠点に技術協力等を通じて教育

の質を高め、事業インパクトを高めることが重要であると指摘している。本事業でも、

３．（１）④記載の技術協力プロジェクトと密に情報共有を行い、同プロジェクトで実

施予定の新カリキュラムを PTDC の現職教員研修に組み込むことで、学校及び学校ク

ラスターレベルにおける新カリキュラムの授業実践を定着・普及させ相乗効果を図る。 

 

以 上 

［別紙資料］「県教員研修センター整備計画」環境社会配慮 

［別添資料］「県教員研修センター整備計画」地図 

 

  

５．過去の類似案件の教訓と本事業への適用 
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別紙 

「県教員研修センター整備計画」 環境社会配慮 

① カテゴリ分類：C 

② カテゴリ分類の根拠：本事業は、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」（2022 年

1月公布）上、環境への望ましくない影響は最小限であると判断されるため。 

以上 
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別添 

「県教員研修センター整備計画」 地図 

 
（出典：d-maps.com を基に作成） 

 

*TTC:教員養成校、PTDC:県教員研修センター 

  

（参考）ルアンパバーン TTC 

サイニャブリー、ウドムサイ PTDCを管轄 

（参考）バンクン TTC 

サイソンブン PTDC管轄 

 

（参考）パクセーTTC 

アタプーPTDC を管轄 

サイニャブリーPTDC 
 

（参考）サラワン TTC 

セコン PTDC を管轄 

（参考）ルアンナムターTTC 

ポンサリー、ボケオ PTDC を管轄 

（参考）サバナケット TTC 

カムアン PTDC を管轄 

（参考）ドンカムサ TTC 

ボリカムサイ PTDCを管轄 

（参考）カンカイ TTC 

フアパン PTDCを管轄 

ポンサリーPTDC 
 

フアパン PTDC 

カムアン PTDC 

ボケオ PTDC 

セコン PTDC 

アタプーPTDC 
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別紙 2 

 

自然条件調査 仕様書 

 

１．目的  

自然条件調査は、本業務を行う上で必要な精度を確保するため、プロジェクト

サイトにおける地形、地質などを含む網羅的な自然条件を的確に把握するもの

で、これにより対象施設・設備の適切な構造及び規模を決定し、設計、施工計

画、積算に資するものとする。  

また、本プロジェクトにより新設される施設・設備が環境に及ぼす影響を適切

に予測し、本プロジェクトの妥当性の判断に資すると共に、環境への影響の少

ない設計・施工を検討するために行うものである。  

以下に実施すべき調査項目を参考までに記すので、ラオス政府からの要請内容

も勘案の上、コンサルタントは必要な調査の細目（調査方法、項目、手法、位

置、数量、成果など）を検討し、プロポーザルにて提案するものとする。 

なお、必要な自然条件調査は本業務の中で行うことを原則とする。ただし、本

業務の中でやむを得ない事情が発生しそうな場合、本業務で決定した設計を基

本的に変えないことを条件に、無償資金協力の実施決定以降に行う詳細設計等

にて必要最小限の調査を実施することは差し支えないが、その場合はプロポー

ザルにその旨記述するものとする。 

 

２．調査項目（例）  

（１）地形測量  

 目的：施設の平面計画を行うために必要な地形の情報を把握する。  

 内容：基準点測量、BM（水準点）設置、平面測量図、縦断測量図等   

（２）地質・地盤調査  

 目的：建築物の基礎の設計に必要な地耐力の確認を行う。     

内容：既存地質資料収集、対象建設予定地 7 ヶ所における、ボーリング調査

各２か所以上、標準貫入試験、室内試験等、地質調査報告書（柱状図、地質

断面図、地質評価を含む）の作成  

（３）水質調査  

目的：サイトにおいて上水の接続で水場を計画する場合、手洗い用水として

適切な水質であることを確認する。但し飲料水としての水質は求めない。井

戸水を利用する場合には手洗い用水として適切な水量が確保しうるか確認す

る。  
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内容：pH、水温、濁度、臭気、色度、アンモニア性窒素、大腸菌群（下線

の項目についてはラオス政府基準があればそれを優先する。なければ WHO

基準を満足するか否かを確認する。また硝酸塩、亜硝酸塩等についても測定

するが基準値は設定しない）、残留塩素濃度（水道水の場合）。  

（４）自然条件調査  

目的：各サイトにおいて一般的な地勢条件を確認すること 

内容：風雨に関する基礎データの収集、雨水排水状況、自然災害に関する履

歴など 

 

３． 対象サイト  

全調査対象サイト（7 サイト）を調査対象とすることを前提として計画する。 
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別紙 

プロポーザルにて特に具体的な提案を求める事項 

（プロポーザルの重要な評価部分） 

 

プロポーザルの作成に当たっては、特に以下の事項について、コンサルタントの知見

と経験に基づき、第３章１.（２）「２）業務実施の方法」にて指定した記載分量の範

囲で具体的な提案を行うこと。詳細については特記仕様書案を参照すること。なお、

プロポーザルにおいては、特記仕様書案の内容と異なる内容の提案については、これ

を認めています。プロポーザルにおいて代替案として提案することを明記し、併せて

その優位性／メリット及び費用／コストについての説明を必ず記述してください。見

積書については、同代替案に要する経費を本見積に含めて提出することとします（た

だし、上限額を超える場合は、別提案・別見積としてください）。代替案の採否につ

いては契約交渉時に協議を行うこととします。 

 

№ 
提案を求める内容 特記仕様書案での該当条項 

１ 
自然条件調査 第4条（4） 

２ 
短期間で現地調査Iを遂行する工夫 第4条全般 
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第３章 プロポーザル作成に係る留意事項 
 

１．プロポーザルに記載されるべき事項 

プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザ

ル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してく

ださい。 

（URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html） 

（１）コンサルタント等の法人としての経験、能力 

１）類似業務の経験 

評価対象とする類似業務：教育関連施設整備 

２）業務実施上のバックアップ体制等 

３）その他参考となる情報 

（２）業務の実施方針等 

１）業務実施の基本方針 

２）業務実施の方法 

１）及び２）を併せた記載分量は、20 ページ以下としてください。 

３）作業計画 

上記１）、２）での提案内容に基づき、本業務は成果管理であることか

ら、作業計画に作業ごとの投入量（人月）及び担当業務従事者の分野（個

人名の記載は不要）を記述して下さい（様式４－３の「要員計画）は不要

です）。 

４）業務従事予定者ごとの分担業務内容（様式４－４） 

５）現地業務に必要な資機材 

６）実施設計・施工監理体制（無償資金協力を想定した協力準備調査の場合） 

７）その他 

 

（３）業務従事予定者の経験、能力 

１）評価対象業務従事者の経歴 

プロポーザル評価配点表の「３．業務従事予定者の経験・能力」において評価対

象となる業務従事者は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書

と担当専門分野に関連する業務の経験を記載願います。 

・評価対象とする業務従事者の担当専門分野 

➢ 業務主任者／〇〇 

※ 業務主任者が担う担当専門分野を提案してください。 

 

https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html
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２）業務経験分野等 

評価対象業務従事者を評価するに当たっての格付の目安、業務経験地域、及

び語学の種類等は以下のとおりです。 

 

【業務主任者（業務主任者／○○）格付の目安（2 号）】 

① 対象国及び類似地域：ラオス国及び東南アジア地域 

② 語学能力：英語 

 

※ なお、類似業務経験は、業務の分野（内容）との関連性・類似性のある業務経験

を評価します。 

 

２．業務実施上の条件 

（１）業務工程 

2024 年 2 月中旬より国内事前準備を開始し、2024 年 2 月下旬より現地調査を行

う。帰国後に国内解析（積算審査に要する期間を含む）を実施し、2024 年 6 月下旬

までに概略事業費積算を行う。2024 年 8 月下旬から概略設計協議調査／準備調査報

告書（案）説明、2024 年 9 月上旬までに概要資料を作成・提出する。  

 

  時期 

 

項目 

2024 年 

2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 

 

事前準備 

 

現地調査（OD） 

 

国内解析 

 

概略設計ドラフ

ト説明（DOD） 

 

国内整理 

 

概略設計概要資

料提出 

 

最終報告書 

提出 

 

△ 

 

△ 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 △ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ▲ 

 

（２）業務量目途 

約 21.51 人月 
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２）渡航回数の目途 全９回 

なお、上記回数は目途であり、回数を超える提案を妨げるものではありませ

ん。 

 

（３）現地再委託 

以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人（ローカルコンサルタン

ト等）への再委託を認めます。 

➢ 地形調査 

➢ 地質調査 

➢ 水質試験 

 

（４）配付資料／公開資料等 

１）配付資料 

➢ 安全対策ガイダンス（2019 年 4 月）（配布資料） 

➢ 案件別安全対策検討シート（配布資料） 

２）公開資料 

➢ 協力準備調査設計・積算マニュアル（試行版） 

https://www.jica.go.jp/activities/schemes/grant_aid/guideline/plan_man.html 

➢ 施設・機材等調達方式（現地企業活用型）に係る概略事業費積算マニュア

ル（改訂版）（2021 年 4 月） 

https://www.jica.go.jp/Resource/activities/schemes/grant_aid/guideline/ku57

pq00001tnceq-att/202104.pdf 

➢ 国際協力機構環境社会配慮ガイドライン（2022 年 1 月）  

https://www.jica.go.jp/about/organization/environment/guideline/index.html 

➢ 気候変動対策支援ツール（JICA Climate-FIT：緩和策 Mitigation） 

https://www.jica.go.jp/activities/issues/climate/mitigation_j.html 

➢ 気候変動対策支援ツール（JICA Climate-FIT：適応策 Adaptation）  

https://www.jica.go.jp/activities/issues/climate/adaptation_j.html 

➢ JICA 不正腐敗防止ガイダンス 

https://www.jica.go.jp/activities/schemes/grant_aid/guideline/plan_man.html
https://www.jica.go.jp/Resource/activities/schemes/grant_aid/guideline/ku57pq00001tnceq-att/202104.pdf
https://www.jica.go.jp/Resource/activities/schemes/grant_aid/guideline/ku57pq00001tnceq-att/202104.pdf
https://www.jica.go.jp/about/organization/environment/guideline/index.html
https://www.jica.go.jp/activities/issues/climate/mitigation_j.html
https://www.jica.go.jp/activities/issues/climate/adaptation_j.html
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https://www2.jica.go.jp/ja/odainfo/pdf/guidance.pdf 

➢ 無償資金協力にかかる報告書等作成のためのガイドライン 

https://www.jica.go.jp/activities/schemes/grant_aid/guideline/index.html 

➢ コンサルタント等契約における物品・機材の調達・管理ガイドライン

（2022 年度 10 月版） ｜ JICA について - JICA 

➢ コンサルタント等契約における現地再委託契約ガイドライン（2022 年 10

月版） ｜ JICA について - JICA 

➢ ODA 建設工事安全管理ガイダンス（以下、「安全管理ガイダンス」とい

う。） 

guidance_ja.pdf (jica.go.jp) 

➢ 資金協力事業 開発課題別の指標例（以下「開発課題別の指標例」とい

う。） 

https://www.jica.go.jp/activities/evaluation/indicators/aid_business.html 

➢ 進捗報告・Project Monitoring Report(PMR)  

進捗報告・Project Monitoring Report(PMR) | 無償資金協力にかかるガイドライン等 | 事

業ごとの取り組み | 事業・プロジェクト - JICA 

➢ JICA グローバルアジェンダ（課題別事業戦略） 

JICA グローバルアジェンダ（課題別事業戦略） | 広報誌・パンフレット・

マンガ・カレンダー・ラジオ | JICA について - JICA 

（５）対象国の便宜供与 

概要は、以下のとおりです。 

 便宜供与内容  

１ カウンターパートの配置 無 

２ 通訳の配置（＊語⇔＊語） 無 

３ 執務スペース 無 

４ 家具（机・椅子・棚等） 無 

５ 事務機器（コピー機等） 無 

６ Wi-Fi 無 

 

https://www2.jica.go.jp/ja/odainfo/pdf/guidance.pdf
https://www.jica.go.jp/activities/schemes/grant_aid/guideline/index.html
https://www.jica.go.jp/about/announce/manual/guideline/consultant/equipment.html
https://www.jica.go.jp/about/announce/manual/guideline/consultant/equipment.html
https://www.jica.go.jp/about/announce/manual/guideline/consultant/entrust.html
https://www.jica.go.jp/about/announce/manual/guideline/consultant/entrust.html
https://www.jica.go.jp/Resource/activities/schemes/oda_safety/ku57pq00001nz4eu-att/guidance_ja.pdf
https://www.jica.go.jp/activities/evaluation/indicators/aid_business.html
https://www.jica.go.jp/Resource/activities/schemes/grant_aid/guideline/format/shinchoku/index.html
https://www.jica.go.jp/Resource/activities/schemes/grant_aid/guideline/format/shinchoku/index.html
https://www.jica.go.jp/Resource/publication/pamph/issues/global_agenda.html
https://www.jica.go.jp/Resource/publication/pamph/issues/global_agenda.html
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（６）安全管理 

➢ サイソンブン県は業務渡航禁止。 

➢ シェンクワン県クーン郡南部（国道１D線より南）、同パーサイ郡南部（ジャー

ル平原サイト３付近のフォン村、ハイ村より南。両村は含まず）、及び同プーク

ート郡南部（国道７号線より南。国道７号線は含まず）は業務渡航に関し当機構

在外事務所の承認が必要。 

 

３．プレゼンテーションの実施 

本案件については、プレゼンテーションを実施しません。 

 

４．見積書作成にかかる留意事項 

見積書の作成に当たっては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドラ

イン（2023 年 10 月版）」を参照してください。 

（URL:https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation.html） 

 

（１）契約期間の分割について 

第１章「３.競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割され

ることが想定されている場合（又は競争参加者が分割を提案する場合）は、各期間

分及び全体分の見積をそれぞれ作成してください。 

 

（２）上限額について 

本案件における上限額は以下のとおりです。上限額を超えた見積が提出された場

合、同提案・見積は企画競争説明書記載の条件を満たさないものとして選考対象外

としますので、この金額を超える提案の内容については、プロポーザルには記載せ

ず、別提案・別見積としてプロポーザル提出時に別途提出してください。 

別提案・別見積は技術評価・価格競争の対象外とし、契約交渉時に契約に含める

か否かを協議します。また、業務の一部が上限額を超過する場合は、以下の通りと

します。 

① 超過分が切り出し可能な場合：超過分のみを別提案・別見積として提案しま

す。 

② 超過分が切り出し可能ではない場合：当該業務を上限額の範囲内の提案内容

とし、別提案として当該業務の代替案も併せて提出します。 

（例）セミナー実施について、オンライン開催（上限額内）のA案と対面開催（上

https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation.html
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限超過）のB案がある場合、プロポーザルでは上限額内のA案を記載、本見積

にはA案の経費を計上します。B案については、A案の代替案として別途提案

することをプロポーザルに記載の上、別見積となる経費（B案の経費）とと

もに別途提出します。 

【上限額】 

84,175,000円（税抜） 

 

なお、定額計上分 16,690,000 円（税抜）については上記上限額には含んでいま

せん。定額計上分は契約締結時に契約金額に加算して契約しますので、プロポーザ

ル提出時の見積には含めないでください。プロポーザルの提案には指示された定額

金額の範囲内での提案を記載ください。この提案はプロポーザル評価に含めます。 

また、上記の金額は、下記（３）別見積としている項目を含みません。 

なお、本見積が上限額を超えた場合は失格となります。 

 

（３）別見積について（評価対象外） 

以下の費目については、見積書とは別に見積金額を提示してください。下記のどれ

に該当する経費積算か明確にわかるように記載ください。下記に該当しない経費や

下記のどれに該当するのかの説明がない経費については、別見積として認めず、自

社負担とします。 

１）直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの 

２）上限額を超える別提案に関する経費 

３）定額計上指示された業務につき、定額を超える別提案をする場合の当該提案

に関する経費 

 

（４）定額計上について 

定額計上した各経費について、上述（３）のとおり定額計上指示された経費につ

き、定額を超える別提案をする場合は別見積としてください。その場合、定額の金

額のまま計上して契約をするか、プロポーザルで提案のあった業務の内容と方法に

照らして過不足を協議し、受注者からの見積による積算をするかを契約交渉におい

て決定します。 

定額計上した経費については、証拠書類に基づきその金額の範囲内で精算金額を

確定します。 
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 対象とす

る経費 

該当箇所 金額（税抜き） 金額に含まれる

範囲 

 

費用項目 

1 地 形 測

量、既存

建築物調

査、既存

設備調査

に係る調

査補助傭

人の傭上 

第２章  特記

仕様書案  第

４条（４） 

9,800,000 円 調査費一式 現地再委託 

2 地質・地

盤の調査

に係る経

費 

第２章  特記

仕様書案  第

４条（４） 

5,600,000 円 調査費一式 現地再委託 

3 水質試験

に係る経

費 

第２章  特記

仕様書案  第

４条（４） 

840,000 円 試験費一式 現地再委託 

4 翻訳費  450,000 円 ラオ語⇔英語 一般業務費 
 

 

 

（５）見積価格について 

各費目にて合計額（税抜き）で計上してください。 

（千円未満切捨て不要） 

 

（６）旅費（航空賃）について 

参考まで、JICA の標準渡航経路（キャリア）を以下のとおり提示します。なお、

提示している経路（キャリア）以外を排除するものではありません。 

東京⇒バンコク⇒ビエンチャン（タイ国際航空） 

東京⇒ハノイ/ホーチミン⇒ビエンチャン（ベトナム航空） 

 

（７）機材について 
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業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してください。競

争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。 

 

（８）外貨交換レートについて 

JICA ウェブサイトより公示月の各国レートを使用して見積もってください。 

（URL:https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/rate.html） 

（９）ランプサム（一括確定額請負）型の対象業務 

本業務においては、「第２章 特記仕様書」で指示したすべての業務を対象

としてランプサム（一括確定額請負）型の対象業務とします。 
 

 

別紙：プロポーザル評価配点表 

  

https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/rate.html
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別紙 

プロポーザル評価配点表 

評 価 項 目 配 点 

１．コンサルタント等の法人としての経験・能力 (10) 

（１）類似業務の経験 6 

（２）業務実施上のバックアップ体制等 ４ 

ア）各種支援体制（本邦／現地） 3 

イ）ワークライフバランス認定 1 

２．業務の実施方針等 (65) 

（１）業務実施の基本方針、業務実施の方法 35 

（２）作業計画等 30 

３．業務従事予定者の経験・能力 （25） 

（１）業務主任者の経験・能力／業務管理グループの評価 
業務主任者

のみ 

業務管理 

グループ/体制 

① １）業務主任者の経験・能力：業務主任者／○○ （25） （10） 

ア）類似業務等の経験 12 5 

イ）業務主任者等としての経験 5 2 

ウ）語学力 5 2 

エ）その他学位、資格等 3 1 

２）副業務主任者の経験・能力：副業務主任者／○○ （－） （10） 

ア）類似業務の経験 － 5 

イ）業務主任者等としての経験 － 2 

ウ）語学力 － 2 

エ）その他学位、資格等 － 1 

 


